
令和８年度（２０２６年度）熊本県２４時間多言語コールセンター運営業務委託 

仕様書 

１ 委託業務名 

令和８年度（２０２６年度）熊本県２４時間多言語コールセンター運営業務委託 

 

２ 委託業務の目的 

本県を訪れた外国人観光客と県内対象施設の円滑なコミュニケーションを支援する

ための「熊本県２４時間多言語コールセンター（以下、「県コールセンター」とい

う。）」を運営することで、外国人観光客の受入環境及び満足度の向上を目的とす

る。 

 

３ 履行期間 

令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで 

 

４ 委託業務の概要 

（１） 内容 

次号に規定する熊本県内の宿泊施設や医療施設等（以下、「対象施設」とい

う。）を対象とした、下記事項を内容とする「県コールセンター」の運営業務を行

う。 

なお、通訳業務の実施に当たっては、「九州７県共同の多言語コールセンター

（以下、「九州コールセンター」という。）の通訳業務を請負う株式会社ビーボー

ンを活用するとともに、その事務局である株式会社ＱＴｍｅｄｉａと連携を図るこ

と。 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

① 外国人観光客との応対時（外国人観光客から対象施設への電話等による問合せを

含む。）における電話等を利用した通訳サービス等を運営する「県コールセンタ

ー」窓口として関係機関と連携・調整を図ること。 

② 「県コールセンター」は、独自にコールセンターを設置するのではなく、「九州

コールセンター」の通訳業務を請負う株式会社ビーボーンの通訳業務を活用する

こと。活用に当たっては、その事務局である株式会社ＱＴｍｅｄｉａと再委託契

約を行い、必要な経費を支払うこと。 

③ 「県コールセンター」業務の実施に当たっては、「九州７県共同の多言語コール

センター」と連携を図り、円滑な業務の遂行に努めること。 
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④ 「県コールセンター」として、熊本県内の対象施設の登録施設の増加及び活用を

促進するため、効果的な広報内容を提案すること。 

⑤ 「九州コールセンター」は九州各県と共同運営を行っているため、「県コールセ

ンター」として利用できる件数に上限が定められている（４（７）に規定）。そ

れを踏まえ、対象施設の円滑な利用促進及び連携・調整内容を提案すること。 

⑥ その他、本県を訪れた外国人観光客と対象施設の円滑なコミュニケーションを支

援するために「県コールセンター」として実施可能な内容について提案するこ

と。 

⑦毎月、株式会社ビーボーンから株式会社ＱＴｎｅｔを通じて提供される通訳実績

等の報告をもとに、県に報告を行うこと。 

（２）「県コールセンター」を利用できる対象施設及び対象者の範囲 

①熊本県内の宿泊施設（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の許可

を受けて営業を行っている施設。同法第２条第５項の下宿営業を行っている施設は

除く。）、観光案内所、観光施設、交通施設（交通機関）、飲食店、小売店（大規

模小売店舗は除く）、熊本県内の医療施設及び熊本県警関係機関。ただし、風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年律第１２２号）第２条に

規定される営業を行う施設は対象外とする。  

なお、サービス利用にあたっては所定の情報登録を必要とする。 

②熊本県を訪問する外国人観光客及び熊本県内の対象施設に関する問合せ等を行う

外国人観光客。 

（３）費用負担 

本業務の履行に当たって発生する一切の費用は受託者の負担とする。 

但し、コールセンター利用時に発生する対象施設及び外国人観光客からコールセン

ターへの通話料金は発信者の負担とする。 

なお、委託料のうち、４（１）②に記載の再委託料は４，２１２，４９４円（消費

税及び地方消費税額を含む。）とし、「九州コールセンター」の事務局である株式会

社ＱＴｍｅｄｉａに支払うこと。 

また、４（１）⑥に記載（４（７）に規定）の利用制限を超えた経費については、受

託者の負担とする。 

（４）言語（２３言語） 

英語、中国語（北京語）、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパー

ル語、タガログ語、マレー語、ポルトガル語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、

イタリア語、ロシア語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ヒン

ディー語、ベンガル語、ウルドゥー語、トルコ語。 

（５）通訳方法 

①２地点三者通訳 

②３地点三者通訳 

（６）業務時間等 

年中無休、２４時間 



（７） 利用可能件数 

① 第１号①及び②に規定する「県コールセンター」の利用は、年間１,９２０件以内

（内訳観光関係施設：１，６８０件以内、医療施設：６０件以内、熊本県警関係

機関：１８０件以内）とすること。 

② 件数カウント方法は、通訳ありを１件、通訳なしを０．５件とする。 

（通訳なしの事例：予約確認のため外国人へ連絡したが、不在着信となった場合等） 

③ 前号の利用制限内での利用促進のための、「県コールセンター」の計画的な運用

方法を提案すること。 

（８）宣伝・周知等 

前号①及び②に規定する利用可能件数内での最大限の活用を図るため、「県コー

ルセンター」利用登録者の拡大、登録者事業者による広く偏りのない利用促進及び

利便性向上に資する取組について提案すること。 

（９）報告 

提供した通訳サービスについて、１件ごとに日時、相手方、言語、内容等を記録

した記録簿を作成し、月次報告書を提出すること。 

業務完了時には１件ごとの問合せ記録（質問／回答の一覧）一式を報告書として

作成し、電子データとともに成果物として提出すること。 

また、対象施設に対して利用状況アンケート調査等を履行期間内に１回以上実施

し、取りまとめのうえ報告すること。 

 

５その他 

（１） 業務実施にあたっての留意事項 

①業務の実施にあたっては、委託者と十分協議・連絡をとり、その指示及び監督を

受けなければならない。 

②事故等により発生した損害は受託者が負担するものとする。ただし、その損害が

委託者の責めに帰する事由により発生したと認めた場合は、その損害は委託者が

負担するものとし、その額は委託者と受託者で協議して決定する。 

（２） 業務の実施体制 

①業務全体を統括するための責任者を置くこと。 

②統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配すること。また、業務実施体

制表を作成し、委託者へ提出すること。 

③統括責任者は、業務執行の進捗状況を常に把握し、定期的に委託者へ口頭もしく

は書面で報告すること。 


